
6No.811 令和 3年 7月 5日広 報 お く た ま

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ほ
か
住
民
課
お
知
ら
せ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

と
本
人
確
認
を
１
枚
で
行
え
る

公
的
な
身
分
証
明
書
と
な
る

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
際

に
便
利
で
す
。

　
住
民
課
で
は
、
町
に
住
民
登

録
の
あ
る
方
を
対
象
に
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
に
必

要
な
写
真
を
無
料
で
撮
影
し
、

申
請
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〔
日
時
〕
役
場
開
庁
日
（
午
前

９
時
～
11
時
・
午
後
１
時
30
分

～
４
時
）

〔
受
付
場
所
〕
役
場
住
民
課

〔
持
ち
物
〕
通
知
カ
ー
ド
に
同

封
さ
れ
て
い
る
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
申
請
書
」、「
申
請

用
封
筒
」

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

＊
初
回
交
付
手
数
料
は
無
料
で

す
。

＊
申
請
後
、
カ
ー
ド
の
受
け
取

り
ま
で
１
か
月
程
度
か
か
り
ま

す
。
交
付
準
備
が
で
き
ま
し
た

ら
、
町
か
ら
交
付
の
案
内
通
知

（
ハ
ガ
キ
）
を
お
送
り
し
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
休
日
臨
時
窓
口
を

予
約
制
に
て
開
設
し
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交

付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い

て
い
て
、
ま
だ
カ
ー
ド
を
受
け

取
ら
れ
て
い
な
い
方
、
電
子
証

明
書
の
更
新
手
続
き
の
通
知
が

届
い
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
こ
の
機

会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
申
請
用
写
真
の
無
料
撮
影
も

行
い
ま
す
。

〔
日
時
〕
８
月
14
日
（
土
）
（
午

前
９
時
～
11
時
・
午
後
１
時
～

４
時
）

〔
受
付
場
所
〕
役
場
住
民
課

〔
持
ち
物
〕
交
付
を
受
け
る
方

は
、
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）・

通
知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類

（
15
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は
成

年
被
後
見
人
に
同
行
す
る
法
定

代
理
人
も
同
様
に
必
要
）
・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

　
更
新
手
続
き
の
方
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
更
新
手
続

き
の
通
知
、
暗
証
番
号
が
わ
か

る
も
の

＊
交
付
、
更
新
お
よ
び
写
真
撮

影
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
約

の
う
え
ご
本
人
が
必
要
書
類
を

ご
持
参
に
な
り
、
役
場
住
民
課

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、
住

民
課

　
　
　
☎
83
‐
２
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
の

　
　申
請
と
休
日
窓
口
開
設
（
予
約
制
）
の
お
知
ら
せ

　
入
院
な
ど
に
よ
り
高
額
な
医

療
を
受
け
ら
れ
る
方
で
、
そ
の

月
の
医
療
費
（
保
険
外
診
療
を

除
く
）
が
世
帯
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
場
合
、
高
額
療

養
費
の
制
度
に
よ
り
、
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
後
日

払
い
戻
し
と
な
り
ま
す
が
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
事
前
に

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
提
示

す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
の
支
払

い
を
世
帯
の
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
、
入
院
時
の
食
事
代
も

軽
減
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

○
70
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
方

　
ご
希
望
の
方
は
、
住
民
課
総

合
窓
口
・
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
（
古
里
出
張
所
）
ま
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

　
令
和
３
年
８
月
１
日
以
降
、

対
象
と
な
る
方
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
な
ら
び
に
現
役
並
み
所

得
の
方
）
に
は
、
申
請
の
ご
案

内
を
お
送
り
し
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方

　
過
去
に
限
度
額
適
用
の
認
定

を
受
け
た
方
で
、
令
和
３
年
８

月
１
日
以
降
も
該
当
と
な
る
方

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）
に
は
、

認
定
証
を
７
月
下
旬
頃
に
お
送

り
し
ま
す
。

＊
令
和
３
年
度（
令
和
２
年
中
）

の
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い

方
や
、
保
険
税
（
料
）
の
滞
納

が
あ
る
方
は
、
交
付
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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民
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・
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の
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要
書
類
を

ご
持
参
に
な
り
、
役
場
住
民
課

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、
住

民
課
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー
ド
）
の

　
　申
請
と
休
日
窓
口
開
設
（
予
約
制
）
の
お
知
ら
せ

　
入
院
な
ど
に
よ
り
高
額
な
医

療
を
受
け
ら
れ
る
方
で
、
そ
の

月
の
医
療
費
（
保
険
外
診
療
を

除
く
）
が
世
帯
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
場
合
、
高
額
療

養
費
の
制
度
に
よ
り
、
自
己
負

担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
後
日

払
い
戻
し
と
な
り
ま
す
が
、「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
事
前
に

医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
に
提
示

す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
の
支
払

い
を
世
帯
の
自
己
負
担
限
度
額

ま
で
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
ま
た
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
、
入
院
時
の
食
事
代
も

軽
減
さ
れ
る
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

○
70
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
の
方

　
ご
希
望
の
方
は
、
住
民
課
総

合
窓
口
・
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
（
古
里
出
張
所
）
ま
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

　
令
和
３
年
８
月
１
日
以
降
、

対
象
と
な
る
方
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
な
ら
び
に
現
役
並
み
所

得
の
方
）
に
は
、
申
請
の
ご
案

内
を
お
送
り
し
ま
す
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

の
方

　
過
去
に
限
度
額
適
用
の
認
定

を
受
け
た
方
で
、
令
和
３
年
８

月
１
日
以
降
も
該
当
と
な
る
方

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）
に
は
、

認
定
証
を
７
月
下
旬
頃
に
お
送

り
し
ま
す
。

＊
令
和
３
年
度（
令
和
２
年
中
）

の
所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い

方
や
、
保
険
税
（
料
）
の
滞
納

が
あ
る
方
は
、
交
付
を
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課
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83
‐
２
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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

　限
度
額
適
用
認
定
証
の
申
請
と
更
新

カ
ッ
ト


